
徳
島
県
規
則
第
十
七
号

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
旅
行
命
令
の
変
更
を
受
け
た
場
合
等
に
お
け
る
旅
費
）

第
二
条

条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
傷
病
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。

二

条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
が
そ
の
家
族
の
旅
行
に
つ
い
て
条
例
第
十
六
条
、
第
十
八
条
第
一

項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
く
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当

該
家
族
が
死
亡
又
は
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と

き
。

２

条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を

支
給
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部

分
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
各
号
、
第
十
条
第
一
項
各
号
、
第
十
一
条
第
一

項
各
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び
条
例
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払

戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払

う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額

二

宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、

家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
渡
航
雑
費
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
種

目
に
つ
い
て
条
例
第
七
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項

及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計

額
三

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
、
手
数
料
そ
の
他
の
旅
行
命
令
の
変
更
等
に
伴
い
支
給
す
る
必
要

が
あ
る
も
の
と
し
て
所
属
長
が
認
め
た
額

第
三
条
の
見
出
し
中
「
旅
費
喪
失
の
」
を
「
旅
費
額
を
喪
失
し
た
」
に
改
め
、
同
条
中
「
規
定
に
よ
り

支
給
す
る
旅
費
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
」
を
「
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ

る
金
額
と
す
る
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
交
通
機
関
」
を
「
交
通
手
段
」
に
、

「
等
の
切
符
」
を
「
、
航
空
券
」
に
、
「
（
以
下
「
切
符
類
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
」
を
「
を
含

む
。
次
号
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
ま
ぬ
が
れ
た
」
を
「
免
れ
た
」
に
改
め
、
「
（
切
符

類
に
つ
い
て
は
、
購
入
金
額
の
う
ち
、
未
使
用
部
分
に
相
当
す
る
金
額
）
」
を
削
り
、
同
条
を
同
条
第
二



項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
例
第
三
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一

交
通
事
故
そ
の
他
の
条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

情
二

前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
家

族
の
旅
行
中
の
天
災
又
は
交
通
事
故
そ
の
他
の
当
該
職
員
若
し
く
は
家
族
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
情

第
三
条
の
二
及
び
第
三
条
の
三
を
削
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
旅
行
命
令
簿
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
）

第
四
条

条
例
第
四
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
旅
行
命
令
日
、
出
発
地
、
用
務
内
容
、
用
務

地
、
帰
着
地
、
宿
泊
地
（
宿
泊
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
旅
行
開
始
日
、
旅
行
終
了
日
及
び
旅
行
期
間

と
す
る
。

２

旅
行
命
令
簿
は
、
備
考
欄
を
設
け
、
旅
行
命
令
の
変
更
を
す
る
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
の
変
更
の
事

実
及
び
変
更
前
の
旅
行
命
令
日
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
請
求
書
及
び
必
要
な
資
料
の
種
類
及
び
記
載
事
項
）

第
五
条

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
号
に
規
定
す
る
旅
費
以
外
の
旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
出
張
旅
費
精
算
請
求
書
又
は
出
張

旅
費
概
算
請
求
書

二

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
赴
任
に
係
る
旅
費
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
転

居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移
転
費
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
旅
費
を
請
求

す
る
場
合
に
は
、
赴
任
旅
費
精
算
請
求
書
又
は
赴
任
旅
費
概
算
請
求
書

２

条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
必
要
な
資
料
の
種
類
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

３

条
例
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
記
載
事
項
は
、
旅
行
者
の
所
属
、
職
名
及
び
氏
名
、
旅
行
日
ご
と

の
出
発
地
、
経
路
、
帰
着
地
、
宿
泊
地
（
宿
泊
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
種
目
及
び
そ
の
金
額
並
び
に

請
求
額
と
す
る
。

４

所
属
長
及
び
支
出
命
令
者
は
、
旅
行
者
が
請
求
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
請
求
内
容
が
適
切

で
あ
る
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
を
第
十
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
転
居
費
の
算
定
方
法
等
）

第
十
三
条

条
例
第
十
六
条
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
複
数
の
運
送
業
者
に
見
積
り
を
さ
せ
、
か
つ
、
そ

の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す
る
と
き
に
限
り
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額

と
す
る
方
法

二

旅
行
者
が
宅
配
便
又
は
自
家
用
自
動
車
若
し
く
は
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

三
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居

費
の
額
と
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
知
事
が
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
額
と
す
る
。

２

前
項
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
他
の
種
目
と
し
て
支
給
を
受
け
る
費
用
そ
の
他



の
県
費
に
よ
る
支
給
が
適
当
で
な
い
費
用
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

３

職
員
又
は
家
族
が
他
か
ら
赴
任
に
係
る
旅
費
の
支
給
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る

場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
転
居
費
の
額
か
ら
当
該
支
給
又
は
当
該
支
払
を
受
け
る

金
額
を
差
し
引
く
こ
と
と
す
る
。

（
近
距
離
の
転
居
に
係
る
転
居
費
等
の
制
限
）

第
十
四
条

同
一
市
町
村
内
（
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
地
域
に
あ
つ
て
は
、
特
別
区
の
存
す
る
全
地

域
内
）
に
お
け
る
在
勤
庁
の
変
更
に
伴
う
旅
行
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
た
め
の
公
舎
へ
の
入
居
又
は
退

去
を
命
ぜ
ら
れ
て
赴
任
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費
は
支
給
し

な
い
。

（
退
職
者
等
の
旅
費
の
細
則
）

第
十
五
条

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と
す
る
。

一

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
と

な
る
前
の
職
務
の
等
級
の
者
（
職
員
が
知
事
等
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
者
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た

旅
費

二

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
と

な
る
前
の
職
務
の
等
級
の
者
と
し
て
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
新
在
勤
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し

て
計
算
し
た
旅
費

（
遺
族
等
の
旅
費
の
細
則
）

第
十
六
条

条
例
第
二
十
三
条
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と
す
る
。

一

職
員
が
条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
規
定
に
よ
り

旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費

イ

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
遺
族
の

居
住
地
（
外
国
在
住
の
遺
族
の
場
合
に
は
、
本
邦
に
お
け
る
外
国
か
ら
の
到
着
地
）
と
死
亡
地
と

の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

ロ

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ
か
、
赴
任
の

例
に
準
じ
、
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

二

条
例
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、

職
員
が
遺
族
の
居
住
地
か
ら
帰
住
地
（
外
国
に
帰
住
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
に
お
け
る
外
国
へ
の
出

発
地
）
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費
（
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
を
除
く
。
）

２

遺
族
が
前
項
各
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
、
条
例
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
順

序
に
よ
り
、
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
長
者
を
先
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
本
邦
通
過
の
場
合
の
旅
費
）

第
十
七
条

外
国
旅
行
中
本
邦
を
通
過
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
本
邦
内
の
旅
行
に
つ
い
て
支
給
す
る
旅
費

は
、
内
国
旅
行
の
規
定
に
よ
る
。
た
だ
し
、
外
国
航
路
の
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
本
邦
を
出
発
し
、

又
は
本
邦
に
到
着
し
た
場
合
に
お
け
る
船
賃
又
は
航
空
賃
に
つ
い
て
は
、
外
国
旅
行
の
規
定
に
よ
る
。

２

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
本
邦
出
発
の

場
合
に
は
そ
の
外
国
へ
の
出
発
地
を
新
居
住
地
又
は
居
住
地
と
み
な
す
。

（
年
度
経
過
等
に
よ
る
区
分
）

第
十
八
条

移
動
中
に
お
け
る
年
度
の
経
過
、
職
務
の
等
級
の
変
更
等
の
た
め
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃



及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
）
を
区
分
し
て
算

定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
度
の
経
過
、
職
務
の
等
級
の
変
更
等
の
後
に
最
初
の
目
的
地
に
到

着
す
る
ま
で
の
分
及
び
そ
れ
以
後
の
分
に
区
分
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
（
条
例
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
（
条
例
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
第
一

項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
内
国
旅
行
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

三

外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
、
知
事
等
の
旅
行
に
同
行
す
る
者
が
知
事
等
と
同
一
の
宿
泊
施
設
に

宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
き
。

四

外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
、
為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
旅
行
命
令
を
発
し
た
時
に
は
通
常
予
見

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
が
あ
つ
た
と
き
。

第
六
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
鉄
道
賃
に
係
る
鉄
道
）

第
六
条

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用

に
供
す
る
鉄
道
に
類
す
る
も
の

二

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
に
類
す
る
も
の

三

外
国
に
お
け
る
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

（
船
賃
に
係
る
船
舶
）

第
七
条

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事

業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
類
す
る
も
の

二

外
国
に
お
け
る
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

（
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
）

第
八
条

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事

業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
類
す
る
も
の

二

外
国
に
お
け
る
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の

（
特
定
航
空
移
動
等
）

第
九
条

条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
一
の
旅
行
区
間
に
お
け
る
飛
行
時

間
が
八
時
間
以
上
の
移
動
と
す
る
。

２

条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
一
の
旅
行
区
間
に
お
け
る
飛
行
時
間
が

十
二
時
間
以
上
の
移
動
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
交
通
費
に
係
る
費
用
の
額
）

第
十
条

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
規
則
で
定
め
る
額
は
、
三
十
七
円
と
す
る

。附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
五
条
関
係
）



区

分

添
付
す
る
資
料

一

鉄
道
賃

条
例
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

る
運
賃
（
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ

資
料

た
鉄
道
に
よ
る
移
動
に
限
る
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
急

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用

行
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
に
あ
つ
て
は

、
支
出
命
令
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に

限
る
。
）

二

船
賃

条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

る
運
賃
（
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ

資
料

た
船
舶
に
よ
る
移
動
に
限
る
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用

三

航
空
賃

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る

げ
る
運
賃

資
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

第
三
号
に
掲
げ
る
費
用

四

そ
の
他
の
交
通
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
条

例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運

賃
に
あ
つ
て
は
、
支
出
命
令
者
が
必
要
と

認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

路
程
の
計
算
に
必
要
な
資
料
（
条
例
第
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
費
用
を
含
む
場

合
に
限
る
。
）

五

宿
泊
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

第
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（

条
例
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）



六

包
括
宿
泊
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

そ
の
移
動
に
係
る
交
通
費
の
内
容
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料
（
支
出
命
令
者
が
必
要

と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）

七

転
居
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

転
居
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料
（
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含

む
場
合
に
限
る
。
）

条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長

の
許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
項

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

八

着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

除
く
。
）

第
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

九

家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

除
く
。
）

移
転
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料

第
十
一
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

十

渡
航
雑
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

十
一

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
も
の

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ

に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
旅
費

た
一
の
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
資
料

退
職
等
の
事
由
を
証
明
す
る
資
料

所
定
の
期
間
内
に
帰
住
又
は
退
職
等
に
伴

う
旅
行
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料

旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
こ
と
を
証
明

す
る
資
料

十
二

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第
二
号
又
は
第
三
号

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
旅
費

た
一
の
項
か
ら
十
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
資

料



職
員
、
配
偶
者
又
は
子
の
死
亡
及
び
そ
の

死
亡
地
を
証
明
す
る
資
料

帰
住
を
証
明
す
る
資
料
（
遺
族
が
帰
住
し

た
場
合
に
限
る
。
）

遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
請

求
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

十
三

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
旅
費

損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金

額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

旅
行
命
令
の
変
更
、
条
例
第
三
条
第
一
項

、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旅

費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の

死
亡
又
は
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料
（
転
居
費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要

す
る
費
用
又
は
家
族
移
転
費
に
相
当
す
る

も
の
を
含
む
場
合
に
限
る
。
）

十
四

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
旅
費

天
災
又
は
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
情
に
よ
り
旅
費
額
を
喪
失
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
に
足
る
資
料

喪
失
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

十
五

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
費

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ

た
一
の
項
か
ら
十
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
資

料条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当

す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

別
記
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
（
そ
の
六
）
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定

（
次
項
か
ら
附
則
第
五
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前

に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、

施
行
日
以
後
に
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
条
例
」



と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
の
変
更
を
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の

規
則
の
規
定
は
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、

当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
規
則
の
規
定
（
赴
任
に
係
る
旅
費
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
新
た
に

採
用
を
さ
れ
、
又
は
転
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
の
当
該
採
用
又
は
転
任
に
伴
う
赴
任
に
係
る
旅
費
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
た
に
採
用
を
さ
れ
、
又
は
転
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
の
当
該
採
用
又
は
転

任
に
伴
う
赴
任
に
係
る
旅
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

改
正
後
の
規
則
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
、
免
職
、
失
職
若
し
く

は
休
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
退
職
等
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
場
合
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
退
職
等
と
な
っ
た
場
合
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

５

改
正
後
の
規
則
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
二
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
条

例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
三
条
第
一
項

、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


